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仕様書 

 

１．概要 

本市教育委員会事務局（以下「事務局」という。）では、文部科学省が進める GIGAス

クール構想の実現に向け、児童生徒が１人１台パソコンを利用できる ICT環境整備を行っ

てきた。 

本調達は、「令和２年度 学校教育 ICT活用事業 教育情報利用パソコン等機器一式買

入」で調達した児童生徒用パソコンを、適切に処分(再使用又は再資源化)する目的で実施

する。 
 

（１）案件名称 

学校教育 ICT活用事業 教育情報利用パソコン（児童生徒用）売払 
 

（２）売払物品・数量 

項番 売払物品 規格 数量 

１ 
パソコン

（１） 

NEC Chromebook Y2 

約 1.276 kg/台 
5,356台 

２ 
パソコン

（２） 

Lenovo Idea Pad-D330（キーボード付き） 

約 1.14 kg/台 
45,592台 

３ 
パソコン

（３） 

Dynabook K50（キーボード付き） 

約 1.19 kg/台 
34,615台 

４ 
パソコン

（４） 

富士通 ARROWS Tab Q5010/DEG（キーボード付き） 

約 1.125 kg/台 
37,155台 

計 122,718台 

※付属品がある場合は合わせて回収すること。 
 

（３）履行期限 

令和９年３月 24 日（水） 
 

（４）作業スケジュール 

本仕様書に係る作業スケジュールを以下に示す。 

作業スケジュールについて、受注者は発注者と納入日時を直接調整の上、物品の回収期

限までに回収が完了するようマスタスケジュールを作成すること。なお、スケジュール案

の初期展開については、発注者から学校へ周知することとするが、その後の回収に係る事

前の連絡及びスケジュール変更（学校の都合を含む）については、受注者と学校で調整す

ること。なお、各学校の担当者や連絡先等の調整に必要な情報は、契約締結後に発注者よ

り提供する。
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（ア）プロジェクト計画書作成  ：契約締結 ～ 令和８年４月 30日（木） 

（イ）現地調査・回収計画書作成等：契約締結 ～ 令和８年５月 29日（金） 

（ウ） 先行拠点回収       ：契約締結 ～ 令和８年５月 29日（金） 

※もと教育センターについては契約締結後、優先的に回収すること。 

（エ） 学校との日程調整     ：令和８年６月１日（月）～ 令和８年６月 30日（火） 

（オ） 各拠点回収        ：令和８年７月１日（水）～ 令和９年２月 26 日（金） 

（カ） 端末処理         ：令和８年７月１日（水）～ 令和９年３月 24日（水） 
 

（５）回収場所 

大阪市教育委員会事務局学校運営支援センター(以下、「発注者」という。)が指定する

大阪市立小学校等の回収場所は、別紙１「回収拠点一覧」を参照すること。なお、各小中

学校（拠点数 208拠点）、学校運営支援センター（約 1,000台保管）、もと教育センター

（約 61,000台保管）及びもと堀江中学校（約 3,800台保管）である。同一の施設内で保

管場所が２か所以上の場合や、エレベーターが利用できない学校についても適宜対応する

こと。 
 

（６）提出資料 

発注者へ提出が必要となる資料は、以下の定められた時期に提出すること。 

また、他に発注者が必要と判断した資料に関しては協議のうえ、作成・提出すること。

なお、提出資料の作成にあたっては、次の事項を原則とする。 

（ア） 資料は、Microsoft 365互換での作成を原則とし、電子媒体（CD-R等の媒体）２部

を提出すること。ただし、契約締結後の打合せ等の付帯ドキュメントや、発注者が

別途求める資料等は、提出時期、提出媒体及び提出部数を発注者と協議のうえ、提

出すること。 

（イ） 回収期限（又は回収最終日）までに、課題検討及び進捗報告等で提出した資料を電

子媒体（CD・DVD 等の媒体）にて一式を提出すること。 

（ウ） 電子媒体は提出前にウイルスチェックを実施すること。また、電子媒体のラベル面

に契約件名、提出資料名、ウイルスチェックに関する情報等を記載すること。 
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（エ） 資料の作成に特別なツールを使用する場合は、契約締結後速やかに発注者と協議す

ること。 

（オ） 提出された資料について変更の必要が生じた場合は、修正を加えたうえ、更新履歴

と修正箇所を明示するとともに、直近の状態をその都度提出すること。 

（カ） 提出時期は、契約締結後に変更することがある。その際は発注者の指示に従うこと。 

 

項番 提出資料名 提出時期 備考 

１ 

プロジェクト計画書 

契約締結 ～ 

令和８年４

月 30日

（木） 

・回収体制、回収スケジュール、回収

物品一覧、データ消去方法などを記

載した文書を提出すること。 

・文書に変更の必要が生じた場合は、

速やかに文書の修正案等を提出し、

発注者と協議のうえ、承諾を得るこ

と。 

２ 

回収計画書 

契約締結 ～ 

令和８年５

月 29日

（金） 

・発注者が指定する対象校から対象

機器を回収するための詳細な回収

計画（実施期間、回収日程の予定

と実績の管理方法、日程変更時の

運用方法、回収作業体制（全体管

理体制、チーム構成など）、発注

者への報告方法（報告様式、会議

体など）、作業手順）を策定し、

発注者に説明すること。 

３ 課題検討及び進捗報

告等の報告書 
適宜 

・ ― 

４ 

処理完了証明書 契約満了時 

・個体ごとに処分端末を管理してい

るため、個体番号（シリアル番号）

は明記すること。 

・学校単位での証明書発行も可とす

る。なお、１学校１証明書として、

別紙に処理した個体番号リストを

つけること。 

・端末等の処理方法については、「教

育情報セキュリティポリシーに関

するガイドライン」に記載の「機器

の廃棄等の方法」に従い処理するこ

と。詳細については、1.6.作業概要
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(10)を参照すること。 

・処理を証明する写真は不要とする。 
 

（７）作業概要 

端末及び付属機器等の回収作業を行うこと。 

（ア） 対象機器を発注者が指定する回収場所にて回収し運搬すること。引渡の日程につい

ては、発注者と協議のうえ決定すること。なお、対象機器を梱包している箱も併せ

て回収し処分すること。 

（イ） 回収作業等を実施する時間帯は原則次のとおりとすること。 

月曜日から金曜日まで（平日）9:00～17:00  

（土日祝祭日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）は除く） 

（ウ） 機器の回収は、本市が提示する個体番号が記載された拠点ごとのリストと、実際の

回収台数を突合し、リストを実際の回収台数に更新の上、本市に報告すること。 

（エ） 契約台数以上の回収、処理を防ぐことを目的として、回収した機器台数について、

機器の回収月の翌々月までに、本市に報告すること。報告時点では、対象端末は処

理を行っていない状態とすること。契約台数以上の回収を行わないこととし、契約

台数以上の回収となる前に、回収見込み台数について本市と協議を行うこと。万が

一契約台数以上を回収した場合、事業者側で本市指定の場所に対象機器を配送する

こと。なお、報告は台数のみであり、シリアル番号等の報告は不要とする。 

（オ） 機器の回収は、所定の位置に対して速やかに行うとともに、機器の回収には細心の

注意を払うこと。また、建物に破損が生じた場合、修理に要する費用は受注者の負

担とする。 

（カ） 運搬にあたっては、運搬中の機器紛失等が生じないよう、また情報漏洩事故が生じ

ないように万全のセキュリティ対策を講じて行うこと。 

（キ） 回収した対象機器は、集約先においても、施錠可能な施設で保管する等、処理まで

の間はセキュリティが担保された場所で保管すること。 

（ク） 回収及び運搬作業中に対象機器に破損、紛失、盗難等の事象が発生した場合には、

受注者が責任を負うこと。 

（ケ） 対象機器に、発注者及び機器の使用者が貼付したシール等がある場合には、全て除

去すること。 

（コ） データ消去は以下の手法のうちいずれかを実施すること。 

① 物理的な方法による破壊 

② 磁気的な方法による破壊 

③ OS等のアクセスが不可能な領域も含めた領域のデータ消去装置又はデータ消去ソ

フトウェアによる上書き消去 

④ ブロック消去（専門的な作業による SSD等を対象にデータを消去する方法） 

⑤ 暗号化消去（暗号化されたデータを可視化するための暗号化鍵を捨てることによ

る方法） 
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⑥ OS等のアクセスが可能な全てのストレージ領域をデータ消去装置又はデータ消去

ソフトウェアにより上書き消去する方法 

（サ） 検収（検査） 

回収完了後、発注者の指示に従い、回収・データ消去状況の検収を受けること。検

収時に必要とする資料については、発注者から別途指示する。 

検収の結果、提出資料等の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、発注者の指

示に従い、指定した日時までに代替品の納入又は必要な修復を行うこと。 
 

（８）特記事項 

（ア） 回収に関する費用（運送費、作業費、データ消去費用等）全ての諸費用は受注者の

負担とする。 

（イ） 本業務を受託できるのは、小型家電リサイクル法の認定事業者もしくは資源有効利

用法に基づく製造事業者であること。また、各法に基づき、認定を受けた方法で処

分等を行うこと。 

（ウ） 回収した対象機器について、部品（メモリー基板、CPU、液晶パネル）を取り出して

再使用部品にするなどの再使用を可能とするが、再使用に係るすべての責任は受注

者が負うこと。 

（エ） 回収した対象機器は、経年劣化により稼動しない場合や付属品が全て揃わないもの

がある場合も想定すること。 

（オ） 物品を処分する場合は、不法投棄又は不法償却せず、関連法令を厳守し適切に処分

すること。 

（カ） 各拠点における数量は、仕様書作成時におけるもので、受注者が回収を行う時点ま

でに移設等で拠点ごとの数量は変動することがある。 

（キ） 端末を回収する際には、付属品（電源アダプタ等）を回収する場合もあるが、売払

価格については、付属品込みの想定となるため、単価算定の際は十分に考慮するこ

と。 

（ク） 協議が必要な事項が生じた場合は、発注者と協議すること。また、契約後における

本仕様書の解釈は発注者によるものとする。 

（ケ） 納入機器の運搬には、別紙２「グリーン配送に係る特記仕様書」に基づいたグリー

ン配送適合車を用いること。 

（コ） 納入スケジュール等に変更が生じた場合であっても、納入期限が遵守できるよう日

程調整及び要員調整など柔軟に対応すること。 

（サ） 本契約内で得た情報に関して、本仕様書に定める業務遂行上の目的以外に使用、開

示してはならない。また、磁気媒体等に記録された情報についても漏えいを防ぐ対

策を講じること。 

（シ） 応札にあたっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合入札日までに事業担当に確

認し、その内容を熟知の上応札するものとする。質問受付期間経過後の疑義につい

ては受付しない。 
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２．代金の納入 

代金の納入については、契約締結後に本市発行の納入通知書により、令和８年４月 22 日

（水）までに納入すること。 

 

３．事業担当 

大阪市教育委員会事務局 学校運営支援センター 給与・システム担当 

住所：大阪市西成区天下茶屋１－16－５ 

電話番号：06-6115-7922 



回収拠点一覧 別紙１ 　　

№ 拠点名 所在地
数量

(台)
EV 備考

1 堀川小学校 大阪市北区東天満2-10-7 664 有

2 菅北小学校 大阪市北区菅栄町9-5 159 有

3 豊崎東小学校 大阪市北区長柄中2-3-30 313 有

4 中津小学校 大阪市北区中津3-34-18 237 有

5 大淀小学校 大阪市北区大淀中4-10-33 469 有

6 豊崎小学校 大阪市北区豊崎4-5-9 131 有

7 扇町小学校 大阪市北区扇町2-7-24 448 有

8 北稜中学校 大阪市北区天満橋1-1-58 418 有

9 豊崎中学校 大阪市北区本庄東3-4-8 208 有

10 桜宮小学校 大阪市都島区東野田町1-10-19 185 有

11 高倉小学校 大阪市都島区高倉町3-3-10 479 有

12 淀川小学校 大阪市都島区毛馬町3-5-39 191 有

13 都島小学校 大阪市都島区都島本通3-10-3 237 有

14 内代小学校 大阪市都島区内代町3-4-6 150 有

15 東都島小学校 大阪市都島区都島本通4-24-20 375 有

16 都島中学校 大阪市都島区中野町3-9-33 304 有

17 友渕中学校 大阪市都島区友渕町1-5-151 753 有

18 福島小学校 大阪市福島区福島4-5-6 221 有

19 玉川小学校 大阪市福島区玉川2-13-16 301 有

20 野田小学校 大阪市福島区野田5-13-22 265 有

21 吉野小学校 大阪市福島区吉野3-10-5 280 有

22 大開小学校 大阪市福島区大開2-10-28 211 有

23 海老江東小学校 大阪市福島区海老江1-6-19 249 有

24 海老江西小学校 大阪市福島区海老江8-1-10 116 有

25 上福島小学校 大阪市福島区福島7-4-33 252 有

26 八阪中学校 大阪市福島区鷺洲6-1-13 458 有

27 東小橋小学校 大阪市東成区東小橋3-10-37 61 無

28 中道小学校 大阪市東成区玉津1-7-39 133 有

29 北中道小学校 大阪市東成区中道2-9-20 174 有

30 中本小学校 大阪市東成区中本4-2-32 187 有

31 神路小学校 大阪市東成区大今里4-6-19 236 有

32 宝栄小学校 大阪市東成区神路1-15-48 288 有

33 本庄中学校 大阪市東成区東中本3-14-2 223 有

34 玉津中学校 大阪市東成区玉津1-12-36 335 有

35 相生中学校 大阪市東成区神路2-8-16 462 有

36 清水小学校 大阪市旭区清水5-1-12 207 有

37 古市小学校 大阪市旭区森小路2-10-35 330 有

38 大宮小学校 大阪市旭区大宮4-9-16 346 有

39 高殿小学校 大阪市旭区高殿6-9-10 409 有

40 大宮西小学校 大阪市旭区中宮1-8-14 163 有

41 生江小学校 大阪市旭区生江1-10-21 52 有
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回収拠点一覧 別紙１ 　　

№ 拠点名 所在地
数量

(台)
EV 備考

42 城北小学校 大阪市旭区赤川3-13-47 168 有

43 高殿南小学校 大阪市旭区高殿3-10-30 134 有

44 大宮中学校 大阪市旭区中宮4-7-11 173 有

45 今市中学校 大阪市旭区大宮5-13-40 348 有

46 関目小学校 大阪市城東区関目6-5-5 282 有

47 鯰江小学校 大阪市城東区今福西3-9-27 400 有

48 今福小学校 大阪市城東区今福南2-1-53 77 有

49 聖賢小学校 大阪市城東区新喜多2-4-35 273 有

50 中浜小学校 大阪市城東区中浜2-12-35 94 有

51 城東小学校 大阪市城東区鴫野東3-16-41 268 有

52 諏訪小学校 大阪市城東区永田2-15-5 467 有

53 東中浜小学校 大阪市城東区東中浜5-4-5 305 有

54 放出小学校 大阪市城東区放出西2-2-18 413 有

55 森之宮小学校 大阪市城東区森之宮1-6-64 115 有

56 城陽中学校 大阪市城東区鴫野西3-3-64 540 有

57 城東中学校 大阪市城東区永田3-3-58 581 有

58 榎本小学校 大阪市鶴見区今津北1-5-35 626 有

59 茨田南小学校 大阪市鶴見区諸口1-3-71 329 有

60 茨田北小学校 大阪市鶴見区浜3-8-66 404 有

61 鶴見小学校 大阪市鶴見区鶴見4-14-10 175 有

62 鶴見南小学校 大阪市鶴見区鶴見2-17-22 362 有

63 茨田小学校 大阪市鶴見区安田2-1-8 220 有

64 焼野小学校 大阪市鶴見区焼野1-3-44 246 有

65 茨田中学校 大阪市鶴見区諸口3-4-44 716 有

66 茨田北中学校 大阪市鶴見区茨田大宮1-1-31 536 有

67 今津中学校 大阪市鶴見区今津中1-3-55 706 有

68 横堤中学校 大阪市鶴見区横堤1-11-27 268 有

69 玉造小学校 大阪市中央区玉造2-3-43 461 有

70 中大江小学校 大阪市中央区糸屋町2-3-14 427 有

71 高津小学校 大阪市中央区高津3-4-21 107 有

72 南小学校 大阪市中央区東心斎橋1-14-29 104 有

73 開平小学校 大阪市中央区今橋1-5-7 328 有

74 中央小学校 大阪市中央区瓦屋町2-8-4 627 有

75 南中学校 大阪市中央区島之内1-10-23 171 有

76 上町中学校 大阪市中央区上本町西3-2-30 366 有

77 西船場小学校 大阪市西区江戸堀1-21-28 407 有

78 日吉小学校 大阪市西区南堀江4-9-19 688 有

79 九条東小学校 大阪市西区九条2-6-2 47 有

80 明治小学校 大阪市西区阿波座2-3-35 368 有

81 堀江小学校（西学舎） 大阪市西区北堀江4-7-1 377 有

82 泉尾東小学校 大阪市大正区千島1-16-16 160 有
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83 北恩加島小学校 大阪市大正区泉尾5-17-31 249 有

84 南恩加島小学校 大阪市大正区南恩加島3-6-11 144 有

85 鶴町小学校 大阪市大正区鶴町2-6-24 171 有

86 泉尾北小学校 大阪市大正区泉尾2-21-24 138 有

87 三軒家東小学校 大阪市大正区三軒家東2-12-59 272 有

88 小林小学校 大阪市大正区小林東2-4-45 84 有

89 大正中央中学校 大阪市大正区小林東3-23-5 201 有

90 大正西中学校 大阪市大正区南恩加島6-14-37 175 有

91 栄小学校 大阪市浪速区浪速東1-1-61 151 有

92 難波元町小学校 大阪市浪速区元町1-5-30 152 有

93 大国小学校 大阪市浪速区大国1-9-3 88 有

94 敷津小学校 大阪市浪速区敷津東3-9-32 50 有

95 塩草立葉小学校 大阪市浪速区塩草1-4-31 390 有

96 難波中学校 大阪市浪速区塩草1-1-59 228 有

97 木津中学校 大阪市浪速区戎本町1-3-46 113 有

98 粉浜小学校 大阪市住之江区粉浜2-6-6 272 有

99 安立小学校 大阪市住之江区住之江1-4-29 399 有

100 住吉川小学校 大阪市住之江区西加賀屋4-1-4 411 有

101 北粉浜小学校 大阪市住之江区粉浜1-5-48 103 有

102 住之江小学校 大阪市住之江区御崎4-6-43 183 有

103 平林小学校 大阪市住之江区平林南2-6-48 83 有

104 加賀屋東小学校 大阪市住之江区東加賀屋1-6-25 260 有

105 新北島小学校 大阪市住之江区新北島6-2-56 279 有

106 南港光小学校 大阪市住之江区南港中4-4-22 115 有

107 清江小学校 大阪市住之江区御崎5-7-18 250 有

108 加賀屋中学校 大阪市住之江区西加賀屋2-9-20 358 有

109 住之江中学校 大阪市住之江区御崎8-1-6 576 有

110 南港北中学校 大阪市住之江区南港中4-3-39 330 有

111 東粉浜小学校 大阪市住吉区東粉浜2-3-26 235 有

112 依羅小学校 大阪市住吉区我孫子4-11-48 319 有

113 遠里小野小学校 大阪市住吉区遠里小野6-6-27 132 有

114 南住吉小学校 大阪市住吉区南住吉3-5-1 498 有

115 苅田小学校 大阪市住吉区苅田3-5-34 355 有

116 苅田南小学校 大阪市住吉区苅田10-1-35 166 有

117 苅田北小学校 大阪市住吉区苅田1-11-39 193 有

118 大空小学校 大阪市住吉区我孫子西1-6-12 152 有

119 三稜中学校 大阪市住吉区千躰1-5-22 496 有

120 我孫子中学校 大阪市住吉区我孫子東1-4-32 394 有

121 住吉中学校 大阪市住吉区帝塚山西3-5-6 316 有

122 大和川中学校 大阪市住吉区遠里小野2-11-4 256 有

123 東我孫子中学校 大阪市住吉区苅田1-16-2 446 有

9



回収拠点一覧 別紙１ 　　

№ 拠点名 所在地
数量

(台)
EV 備考

124 墨江丘中学校 大阪市住吉区墨江4-15-34 473 有

125 我孫子南中学校 大阪市住吉区浅香1-8-55 270 有

126 天下茶屋小学校 大阪市西成区聖天下1-11-35 145 有

127 岸里小学校 大阪市西成区千本中1-8-22 236 有

128 玉出小学校 大阪市西成区玉出中2-13-48 157 有

129 千本小学校 大阪市西成区千本中2-8-8 226 有

130 橘小学校 大阪市西成区橘2-1-29 194 有

131 長橋小学校 大阪市西成区長橋2-3-21 102 有

132 南津守小学校 大阪市西成区南津守6-1-14 238 有

133 まつば小学校 大阪市西成区梅南3-2-25 210 有

134 天下茶屋中学校 大阪市西成区橘1-8-2 247 有

135 新今宮小学校 168

136 今宮中学校 148

137 成南中学校 大阪市西成区千本中1-17-10 378 有

138 鶴見橋中学校 大阪市西成区長橋3-9-23 115 有

139 玉出中学校 大阪市西成区玉出西1-15-37 286 有

140 梅南中学校 大阪市西成区梅南3-3-17 143 有

141 聖和小学校 大阪市天王寺区寺田町1-6-37 378 有

142 北鶴橋小学校 大阪市生野区鶴橋3-4-50 65 有

143 東中川小学校 大阪市生野区新今里7-14-37 196 有

144 小路小学校 大阪市生野区小路2-24-40 161 有

145 東小路小学校 大阪市生野区小路東3-8-15 227 有

146 巽小学校 大阪市生野区巽中3-12-5 164 有

147 北巽小学校 大阪市生野区巽北1-30-29 192 有

148 巽南小学校 大阪市生野区巽南2-10-7 185 有

149 巽東小学校 大阪市生野区巽東3-8-13 272 有

150 東生野中学校 317

151 東生野中学校（夜間学級） 46

152 大池小学校 233

153 大池中学校 225

154 田島南小学校 265

155 田島中学校 190

156 新生野中学校 大阪市生野区巽東3-3-12 293 有

157 常盤小学校（本校） 大阪市阿倍野区松崎町3-11-12 514

158 常盤小学校（分校） 大阪市阿倍野区松崎町3-2-9 355

159 金塚小学校 大阪市阿倍野区旭町3-4-46 97 有

160 丸山小学校 大阪市阿倍野区丸山通1-4-43 265 有

161 晴明丘小学校 大阪市阿倍野区晴明通10-34 461 有

162 苗代小学校 大阪市阿倍野区阪南町1-26-30 365 有

163 晴明丘南小学校 大阪市阿倍野区帝塚山1-23-8 229 有

164 昭和中学校 大阪市阿倍野区桃ヶ池町2-3-17 216 有

有

有 同一拠点（本校・分校）

大阪市西成区花園北1-8-32 同一拠点（小中一貫校）

大阪市生野区新今里7-9-25 同一拠点（夜間学級）

同一拠点（小中一貫校）大阪市生野区中川3-4-3

有

有

有

同一拠点（小中一貫校）大阪市生野区田島5-23-7
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165 阪南中学校 大阪市阿倍野区北畠1-16-24 742 有

166 南百済小学校 大阪市東住吉区湯里1-15-40 307 有

167 育和小学校 大阪市東住吉区杭全4-10-12 454 有

168 今川小学校 大阪市東住吉区今川4-24-4 348 有

169 矢田東小学校 大阪市東住吉区住道矢田2-7-43 178 有

170 矢田西小学校 大阪市東住吉区公園南矢田2-15-43 177 有

171 矢田北小学校 大阪市東住吉区照ヶ丘矢田2-1-55 129 有

172 湯里小学校 大阪市東住吉区湯里6-8-3 108 有

173 田辺中学校 大阪市東住吉区南田辺4-7-24 599 有

174 東住吉中学校 大阪市東住吉区桑津5-17-25 521 有

175 中野中学校 大阪市東住吉区中野4-4-25 529 有

176 白鷺中学校 大阪市東住吉区今川1-2-21 569 有

177 矢田小学校 84

178 矢田南中学校 76

179 矢田西中学校 大阪市東住吉区公園南矢田2-12-47 122 有

180 喜連小学校 大阪市平野区喜連7-6-4 155 有

181 平野西小学校 大阪市平野区背戸口4-1-31 384 有

182 平野小学校 大阪市平野区平野宮町1-9-29 431 有

183 加美小学校 大阪市平野区加美正覚寺3-13-35 403 有

184 加美南部小学校 大阪市平野区加美南1-9-17 265 有

185 平野南小学校 大阪市平野区平野南2-3-8 237 有

186 長吉東小学校 大阪市平野区長吉出戸8-8-41 247 有

187 喜連西小学校 大阪市平野区喜連西3-17-61 297 有

188 長吉南小学校 大阪市平野区長吉六反3-2-17 148 有

189 瓜破北小学校 大阪市平野区瓜破1-8-33 214 有

190 長原小学校 大阪市平野区長吉長原東3-10-9 62 有

191 喜連東小学校 大阪市平野区喜連東2-2-17 165 有

192 瓜破東小学校 大阪市平野区瓜破東2-5-78 157 有

193 加美北小学校 大阪市平野区加美北7-4-10 228 有

194 瓜破西小学校 大阪市平野区瓜破西2-1-43 166 有

195 川辺小学校 大阪市平野区長吉川辺1-4-9 168 有

196 新平野西小学校 大阪市平野区背戸口1-5-22 146 有

197 瓜破中学校 大阪市平野区瓜破2-5-31 267 有

198 加美中学校 大阪市平野区加美正覚寺3-13-46 363 有

199 長吉西中学校 大阪市平野区長吉長原西3-8-21 611 有

200 長吉六反中学校 大阪市平野区長吉六反4-9-61 84 有

201 瓜破西中学校 大阪市平野区瓜破西2-12-22 338 有

202 加美南中学校 大阪市平野区加美南1-10-15 379 有

203 弘済小学校（本校） 32

204 弘済中学校（本校） 36

有

無

同一拠点（小中一貫校）大阪市東住吉区矢田3-4-27

吹田市古江台6-2-2 同一拠点（郊外校）
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205 弘済小学校（分校） 2

206 弘済中学校（分校） 54

207 長谷川小学校 15

208 長谷川中学校 25

209 学校運営支援センター 大阪市西成区天下茶屋1-16-5 1,467 有 事務局拠点

210 もと教育センター 大阪市港区弁天1-1-1 61,087 有 事務局拠点（先行拠点）

211 もと堀江中学校 大阪市西区南堀江3-5-7 3,768 有 事務局拠点

合計 122,718

無

無

同一拠点（郊外校）高槻市大字奈佐原956

同一拠点（郊外校）柏原市円明町3-15
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別紙２ 

 

13 

グリーン配送に係る特記仕様書  

 

１ 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、

大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならな

い。 

 

 

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン

配送適合車の使用を求めること。 

２ 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車

がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。 

ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使

用する場合はこの限りではない。 

(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車 

(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車 

３ 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。 

４ 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提

示を求めた場合には、協力すること。 

 

 

大阪市グリーン配送に関する問合せ 
 
大阪市環境局環境管理部環境規制課 
 自動車排ガス対策グループ 
電 話：０６－６６１５－７９６５ 

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域に

おける総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NOx・PM法）」に定める窒素酸化物排出基

準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 


